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開発許可の技術的細目に係る条例の自由度の拡大について 
 

 

 

 

 

１ 提案事項 

 

・開発行為における公園等設置について、全国で一律的な設置基準である

ことから技術的細目の内容を条例委任するよう提案する。 

⇒都市計画法施行令第 25 条第 6号の変更 

 

 

・条例の制定範囲を極めて限定的に定めている条項の廃止もしくは「参酌

すべき基準」とするよう提案する。 

⇒都市計画法施行令第 29 条の 2の廃止・参酌への変更 

 

 

 

２ 提案の背景 

 

 ・相対的に地価が高い都市部においては公園等の設置を定める基準がボト

ルネックとなって、3,000 ㎡(0.3 ヘクタール)未満の小規模開発行為が主

流となってしまっている。 

[図１参照] 

 ⇒これにより、開発区域の規模に応じて定められている公園等やその他道

路等の公共施設の整備水準も一体的に開発された場合に比して低いもの

となり、市民や行政の思惑とは異なる結果につながる事態が発生してい

る。 

 

（その他） 

・公園提供の計画においても、極めて小規模なものが提供され将来的な維

持管理費面での課題を有するとともに、開発行為の多い地域に公園が集

中する等の公園配置がアンバランスになることも課題と考えられる。 

 

 

 

 

平成 26 年 8月 27 日 提案募集検討専門部会

川崎市 まちづくり局 

通番３：開発許可の技術的細目に係る条例の自由度の拡大（川崎市）
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[図１ 開発区域の面積別開発許可件数（平成 16～25 年度累計）] 

縦軸：開発許可件数  横軸：開発面積(5,000 ㎡まで 100 ㎡刻み) 

３ 条例委任により将来目指すべきイメージ 

・小規模、分割型の開発行為から、より適切な規模の事業へ誘導を図るた

め、一体的な開発行為に向け事業者へ動機づけを与えるような基準を策

定することによって、小規模事業が中心となっている現状を変えていき

たい。 

・本市は南北に細長い地形を有しており、南部の工業地帯から北部の住宅

地にいたるまで、地域の特性に大きな違いがあり、開発行為に期待する

ものも地域により異なっております。こうした地域の特性を踏まえた基

準を整備することにより、地域に必要とされる公共施設を伴う開発行為

へ誘導を図っていきたい。 

・また、人口動態等の反映も考慮した弾力性のある基準を目指すことで、

時のニーズにも応えていきたい。 
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通番４１：開発行為の許可権限の希望する市への移譲（東広島市）
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